
1 特定累積投資勘定基準額
前年末時点でのつみたて投資枠と成長
投資枠のご利用額の合計（上限額1,800
万円）です。

2 特定非課税管理勘定基準額
前年末時点での成長投資枠のご利用額
（上限額1,200万円）です。2

NISA口座で保有する
投資信託にかかるお知らせ

特定累積投資勘定基準額等通知書

NISA「信託報酬等」のお知らせ
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つみたて投資枠・成長投資枠で投資信託を保有されているお客さまに
交付される報告書について、下記のとおりご案内いたします。 

1

1 NISA勘定区分
保有しているファンドのNISA勘定区分
です。

2 信託報酬等総額
前年に発生した信託報酬等の概算額が
表示されます。

NISAの非課税保有限度額のうち、作成基準日において利用済みの金額をお知らせする通知書です。
他金融機関のご利用額を含めた総額となります。
毎年2月下旬頃に郵送、または2月10日の3営業日後に電子交付されます。2026年に限り6月上旬に交付します。

お預かりしているNISA口座の投資信託について、1年間にご負担いただいた信託報酬等の概算額をご確認
いただけます。
年1回、前年の年末基準で作成し、1月下旬頃に郵送、または年初第6営業日以降に電子交付されます。
※つみたて投資枠に加え、2026年からは成長投資枠で保有されている投資信託の信託報酬の概算額も
対象となりました。


